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船舶事故調査報告書 

 

                             令和２年１０月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（護岸） 

発生日時 令和２年４月２９日 １３時５３分ごろ 

発生場所 岡山県岡山市小串
こ ぐ し

港 

 西大寺
さ い だい じ

港九蟠
く ば ん

東１号防波堤灯台から真方位２３４°１,０６０ｍ付 

 近 

 （概位 北緯３４°３５.９′ 東経１３４°０１.３′） 

事故の概要  プレジャーボートアキラは、左転しながら航行し、護岸に衝突し

た。 

アキラは、船長が負傷し、船首部外板の圧壊等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年６月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート アキラ、２.６トン 

 ２７１－３８４２４岡山、個人所有 

７.６４ｍ（Lr）×２.３６ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６９.９kＷ、平成２６年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１９年８月３日 

免許証交付日 平成２８年１２月１日 

         （令和４年８月２日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船首部外板に圧壊等、船首船底部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約３.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣りの目的で、令和２年４月２９

日０７時００分ごろ岡山県玉野市宇野港南東方沖の釣り場に向け、岡

山市所在のマリーナを出航し、釣りを行った後、１３時００分ごろ帰

途についた。 

船長は、操舵室の窓を開け、背もたれの付いた操縦席に腰を掛けて

舵輪を両手で持ち、背中をもたれた姿勢で操船に当たり、約１７ノッ

トの対地速力とし、手動操舵により北西進した後、小串港の転針場所
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で左転し、針路をツブシ礁灯標南方沖に向けた。 

船長は、次の転針予定場所まで約１０分であり、慣れた海域で周囲

に他船がなく、安堵して気が緩み、眠気を感じる間もなく居眠りに陥

った。 

本船は、左転しながら航行を続け、１３時５３分ごろ護岸に衝突し

た。 

船長は、目覚め、後部甲板まで歩いて行き、周囲を見回して小串港

南西端付近の護岸（以下「本件護岸」という。）に衝突したことを知

った。 

本件護岸付近の路上で本事故を目撃した通行人は、１３時５６分ご

ろ１１０番通報を行った。 

警察署から通報を受けた消防署担当者は、１４時００分ごろ海上保

安庁に本事故発生の通報を行った。 

船長は、１４時１７分ごろ救援に駆けつけた救急隊員によりけがの

応急処置を受けた後、救急車で岡山市内の病院に搬送され、前額部挫

裂創、頭部打撲傷、右手擦過創及び左上腕打撲傷等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、平成１９年ごろから友人や家族と一緒に釣りに行くように

なり、本船を購入した平成２６年ごろから毎週日曜日には１人で釣り

に出掛けるようになった。 

船長は、ふだん２２時ごろから翌朝０６時ごろまで約８時間の睡眠

を取っており、本事故当日も同様の睡眠を取っていて、眠気を感じて

おらず、健康状態は良好であった。 

船長は、これまで昼間に眠気を感じたことが一度もなかったので、

自身が居眠りをすることはないと思い、居眠り運航の防止措置をとっ

たことがなかった。 

船長は、５～６年前から体力の衰えを感じており、本事故当時、す

ーという感じで眠ってしまったと本事故後に思った。 

船長は、舵輪を両手で持ったまま居眠りに陥ったので、無意識のう

ちに左舵が取られ、本船が左転して本件護岸に船首部が衝突したので

はないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、小串港を西進中、船長が舵輪を両手で持ったまま居眠りに

陥り、無意識のうちに左舵が取られ、左転しながら本件護岸に向けて

航行を続けたことから、本件護岸に衝突したものと考えられる。 

船長は、背もたれの付いた操縦席に腰を掛け、背中をもたれた姿勢

で操船に当たっていたこと、及び次の転針予定場所まで約１０分であ
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り、慣れた海域で周囲に他船がなく、安堵して気が緩んだことから、

居眠りに陥ったものと考えられる。 

船長は、年齢的な体力の衰えを感じていたものの、これまで昼間に

眠気を感じたことが一度もなかったことから、自分が居眠りをするこ

とはないと思い、居眠り運航の防止措置をとっていなかったものと考

えられる。 

原因 本事故は、本船が小串港を西進中、船長が舵輪を両手で持ったまま

居眠りに陥り、無意識のうちに左舵が取られ、左転しながら本件護岸

に向けて航行を続けたため、本件護岸に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、眠気を感じたことがなくても、ずっと同じ姿勢をとらず

に、ときどき身体を動かしたり、飲み物を飲んだりするなど、居

眠り運航の防止措置をとること。 

 

 



 

 

      付図１ 事故発生経過概略図 
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西大寺港九蟠東１号防波堤灯台 

西大寺港 

小串港 

岡山市東区 

マリーナ 

岡山市南区 

事故発生場所 

（令和２年４月２９日 

 １３時５３分ごろ発生） 

本船 

岡山県 旭
川 

ツブシ礁灯標 

岡山市南区 

岡山市東区 本件護岸 


